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いわゆる「植民地物産」について

一一本源的蓄積の商品史的検討(1)一一

渡辺 尚

I はじめに

いわゆる「植民地物産」υ(Kolonialwaren 以 F必要のないかぎり Kw と

略記〉という商品分類用語は，"イア語圏において今日すでに死語となってい

るへそれは，かつてこの呼称の下に範時化されえた 詳の商品種が，今日ド

イツ語閣の商品体系の巾から姿を消してしまった， ということではけっしてな

1) Kolonialwar阻の訳語には. I植民地物産」の幅かに「植民地産品J. i植民地謁品」がある

か，原語の歴史的語感を近似的に伝えるという点で，筆者は「物産」をとる。しかしこの語の訳

出においてより重要な問題は，後出のように. “Kolonial"に「植民地ー」という訳語を当てるこ

とが妥当であるか.という点である。ある官時では，この語を「非ヨ ロッ ρ 」ないし「海外」

と訳出することも，十分可館な白である (BrunoVolger (bearb. u. redigiert)， Lexik開 der
gesamt四 H出品lswissenschaften，Wien u. Leipzig 1907，の“ KoloDial"， .. Kolonialhandcl ". 

“Kolonial warenヘ“Kolonialwar田 handel"の項目を参照)0Kwは，わが国において「南蛮効ム

「唐物ム 「舶来品」といった用語がかっ亡持った語感に共通するも四を持つ.さらにまた.Kw 

概念がある時期以降は事実上金料品に限定されると同時に拡大されていき，植民地物産→〈亜〕

熱帯物産→海外食品→輸入食品→食品一般 CLebensmittel四sgesamt) という転義をとげ，

“Kolonial"が事実上意味を失ってしまったことも無視するわけにはいかない〈注2)参照〉。そ

れにもかかわらず「植民地物産」という訳語を採用する所以は，本稿の時代的関心が19世紀前半

に阻散す忍からである。 ξいうのも..Kolonie"の用語法もまた一義的ではないものの.19世

紀前半期こそこの概念が「植民地J範鴎としてり規定をもっとも強く畳けた時代，と考えられる

からである。

2) 西ドイツ，オーストリア，スイスにおいては.Brockhaus Enzyklopadie， 17. vollig neu bear. 

beitete Auftage d田 Grosen Brockhaus， Wie.sbaden 1966-74; Meyers Enzyklopaduch四
Lexikon， 9. voI1ig neubearbeitete Auflage zum 150 j.ahrigen Bestehen des Verlages， Mann. 
heiID， Wien， Zurich 1971-79; Duden， Das gro.se Warterbuch der占 utschenSprache， 

Mannheim， Wien， Zurich 1976-81， 0)“Kolonial waren ..の項目を参照。東ドイツについては，

Meyers Neues Lexikon， Leipzig 1961-64; 2. vollig neuarbeitete AuBage. 1971-78.の両版

ともに Kw の項目を欠いているが.Akarlp.mie der Wissenschaften der DDR， Worterbllch 

der deutschen Gegenwa吋 ssprache，4. Aufl.， Berlin 1978 (]) Kw の項目でも， 同様りことが

確認できる。
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い。 ζれらの生産・流通・消費構造と商品体系の中で占める位置との変化が，
k 

ある時代にはそれなりの直観性に支えられて有効でありえたはずの，この呼称

の下での範鴎fじを， もはや不適当なものにしてしまったということにほかなら

ない。とはいえ，この複合語の語素が由来するはず、の植民地体制Jそのものが，

第二次世界大戦後全面的に崩壊したことにより，植民地および植民政策に闘る

他の多くの用語と運命を共にした，というわけでもなさそうであるo というの

は，遅くも第 次世界大戦の頃ま己に，いわゆる「植民地」という原産地規定

が， Kw概念の形成要素としてもはや積極的役割を果さな〈なっていたように

も思われるからである。語義と実体。介離がある限度を超えて進むと，実務的

な通称としても便宜性が薄れ，淘汰の過程を迎えることになるが，それでは，

Kw.が通称ではあれ，商品分類用語としての機能をいっ最終的に止めたのか，

というととを確認するととは容易ではない3)。実際のところ，第一次世界大戦

を挟む時期においても，資料によってこの用語の取扱いは， とまどいを覚えさ

せるほどに異っているのである。

たとえば，エノレスター他編の「国家学辞典』ωは4版とも Kwの項目を欠き，

対照的に 4版を通して掲載される "Kolonienund Kolonialpolitik" という項

目の中でも， Kw.が言及されるのは E.ハセ執筆の第2版日においてのみで

ある。第4版における当該項目の執筆者 P. ロイトパインωにいたっては，

“wertvolle， uberseeische Landesprodukte (Gewurze， Farbstoffe)" という表

3) たとえば MaxHaller u. Werner Hotzel (hrsg.)， Kaufmannisches H叩 dworterbuch，
Nachschlagewerk fur das gesamte Wirtschaftsleben und Wirtschaftsrecht inARC-Ordnung， 

in 2 Bde.， Berlin 1938，にはまだ Kw項目があるが (Bd.1. S. 564. i熱帯・亜熱帯の産出物，
とりわけ史料・晴好品(コーヒー，ココア，茶，苦味料，米等〉の包括的呼称'J).翌年に引附さ
れた， Fritz Sch悶chke(bearb.)， WI町 renkundeVQπDr. August Oetker， Bielefeld 1939(事実

上田商品秤典). にはもはや Kwの項目を見出せないことから. 1930年代末現を廃語の時点と
推定することも一応可能芭あるが，なお慎重な検討が必要であろう。

4) J. Conrad， W. Lexis， u. L. Elster Chrsg.)， Handwarterbuck der Staαtswisse間 chaften，6 

Bde. mit 2 Suppl.， Jena 1890-95; 2. ganzl. umgearb. Aufl.， 7 Bde.， 1898-1901; 3. gaロu
umgearb. Aufl.， B Bde.， 1909-11; 4. ganzl. umgearb. Aufl.， 8 Bde. mit 1 Erganz. 1923-29 

5) Ernst Hasse， in: ebenda， R，t 5， 1900，只1.%-247.r農場植民地 (Pilanz u ngskolon ien) は
とくに Kw と呼ばれるあの著修品 (Lux:usartikel)の生産に使用される.J

6) Paul Leutwein， in: ebenda， Bd. 5， 1923， S. 781-810. 
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現方法を執り， Kw.という用語の使用を意図的にと思われるほどに避けている。

また『国家学辞典』とほぼ並行して刊行され，第二次世界大戦前までに 5版を

重ねた A.プーダー〈続いて].パへんさらにH.ザハー〉編の『国家辞典』れ

でも Kw.の項目ほ欠け， J. P シュナイダー執筆の“ Politik，Kolonial" (初

版)， .. Kolonien， Kolonialpolitik" (第 2版)の項目白》で Kw.についての言及が

あるものの， W.シュパノレツ執筆の“ Kolonien und Kolonialpolitik." (第3

肱戸では，もはやこれの言及さえ見出せない。さらに，第一次世界大戦直後に

編纂され，当時としては最大限の植民地用語が収録され亡いるはずの H シュ

ネー編『ドイツ植民地辞典~'ωにも，小項目主義をとるにもかかわらず Kw の

項目が欠けているばかりか，関連諸項目の記述の中にも Kw. とし、う語は見当

らない。 ζ うしてみると， Kwは少くとも植民地用語としては，こり頃までに

意義をほとんど失っていたとみなしてもよいようにも思われる。

それでは商品学用語主してはどうだったのであろうか。 H ニクリッシュ編

の『経営辞典JlWを見ても，初版，第2版ともに Kw目の項目を欠いており，

わずかに Vイチュf，I筆の“Handelsmarkte"(第 2版〉の項目'"の中で，商

品別市場が列挙され rs 砂糖市場， 6. コーヒー市場」と並べて，“7.Die 

Kolonialprodukte， Tee， Kakao， Reis" が挙げられているに過ぎない。また，

第一次大戦後に署された H ベーシュノレ『商品学」第2版においても， Kwは

商品分類項目として採用されていない山。これに前後して刊行された E リュ

7) Adolf Buder (hrsg.)， Staatslel<ikon，5 Rrlp._， Freiburg im Breisgau 1889-97; Julius Bachem 

(hrsg.)， 2. neubearb， Aufl.， 5 Bde.. 1901-04;口町s.(hrs巴)，.3.neugearb. Aufl.， 5 Bde.， 1908-
12. Hermann Sacher (hrsg.)の4.u. 5. Aufl の両版は参照できなかった。

8) J. P. Schneide丸山 ebenda，1. Aufl'J Bd. 4， 1895， Sp. 421-57; Ders.， in: eb聞 da，2. Aufl... 
6d. 3， 1902. Sp. 618-52. r[農場植民地1の目的は宥修品 (Kw.) り生産にあるとかれ[p ッシ
ャー]はみた.J

9) W. Schwarze， in; ebenda， 3. Aufl.， Bd. 3.， 1910， Sp. 298-337 
10) Heinrich Schnee (hrsg.)， De叫 schesKolon回 I-Lexikon，3 Bde" Leipzig 1920 

11) Heinrich Nicklisch (hrsg.)， Handworterbuch der Betriebswirtschaft， 5 Bde" Stuttgart 

1926-28; 2. Aufl.， 2 Rdι， 19."38月9.

12) Pau¥ Deutsch， in: ebenda， Bd. 2， 1939， Sp. 105-8.砂糖だけではな〈コーヒーまでが，
" Koloninlprodultte"の範暗から除外されていることに注宮崎
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月ト『商品学・工業学』第 2版でも， Kwへの言及はなく14) E レメノフ λ キ

一『一般商品学綱要Jl15)の序論で i諸商品は共通の仕入経路によって包括さ

れる (Kw.)JとLヴ表現で，言及がなされる程度である。 Kw.は商品学用語と

してさえも，ほとんど怠義を失ってしまったかに見える。

ところが， 1920年に第7版が刊行された A バイティエン等編『メノレク商品

辞典j]16lは，次のような副題，“Beschreibungder im Handel vorkommenden 

Natur-l1nd Kunsterzeugnisse unter besonclerer Berucksichtigung der che-

misch-technischen und anderer Fabrikate， der Drogen-unu Parbwaren， der 

Kolonialwaren， Jer Lundesprodukte， der Material-und Mineralwaren~' を

掲げており， Kwが依然として重要な商品分類用語であることを示唆している o

また，同年に第 5 版が刊行された G オープスト編『商人読本~ f:t，第 3章，

商業学で商品取引の分類を行っているが，その第阿番目に“ Kolonialwaren-

handel" を掲げm 次のような注同すべ雪指摘さえ行っているのである。す

13) Viktor Pö~chl ， Warenkunde. 2. neubearb. u. verm， Aufl.. 2 Bde.， Stuttgart 1924 こiれに
より，当時の「ドイツ関税率表」にd牧子類として，“Kolonialwarenund Ersatzstoffe f白solche
(Zollt. Nr. 61--67) "が l-Aに苧げられていると邑が分かるが， ベ γ 晶ル自身はこの商品分

類に北半拍甘である。かれの商品分類において特徴的なことは“Droge"概念を重要視すること
で， Gewurzdroge， Arzneidroge， tt:chui配 heDroge， Riechdroge， Braudrogc， Raucherdroge 

等の用語が多用される。なお，戦前刊行の初版は参照できなかった。
14) Ernst Rust， Warenkunde und lndustrielehre， 2. Aufl.， Zurich u. Leipzig 1926. 192C年明I
行の初版は審照できなかったが，第2版へ白序言によると基本的相違はないようである。なお本

書で特徴的なことは. i商品芋」の「工業学」へD拡ったを提唱していることで. 3部構成田第1

部で「工業原料.JCWerkstoffe)を論じていることが注目される。

15) Ernst Remenovsky (bearb.)， Erdmann-Konigs Grundris der allgemeinen Warenkunde， 

17. bis 19. Aufl.， 2 Bde.， Leipzig 1925， Bd. 1， S. 1 

16) A. Beythien u. E. Dresl句 (hrsg.)，Merck's Warenlexikon fur Handel， Industrie und 
Gewerbe， 7. Au:t1.， Leipzig 1920本書での定義は， iたとえばコ ヒ ，茶，ヨコア胡嗣，肉桂

等の暗好品や香味料という大分類 (groseklasse)の総称であるoJS. 220 なお戦前1908年に刊

行された第5版も，書名が KlemensMerck's Warenlexj知町となっているほかは，副題も Kw

の項目の記述も第7版の場合と同一である。
17) Georg Obst (hrsg.)， Das Buch des Kaufma即 1$， 5-. Aufl.， 2 Bde.， Stuttgart， 1920， Bd. 1， 

S.278-9 とれによると Kw.はしばしばSwと呼ばれ， とりわ付「原糖，米，コーヒー，茶，コ
コア，香味料，両方産呆実 さらに原紙原毛 染料」を言う。徴抄な表現ながら，原綿，

原電，染料もこの範暗になお含ませうることを示段している点が性向きれる。 Kw範鴎に事実上
原綿を含ませτいる別例は， 1926年にベルリ ンとハンブルクで同時出版されたBuschHaηdels-

Lexikonと Georg5II同 dels-Lexikonである。両書ほ書名が異るにもかかわらず内容的に同ノ
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なわち I売上高と販路の規模からすれば，これは首位に立ちJ， I商業の中

でこの業種ほど小経営が過剰なものはなく J， Iこの業種ほど協同組合経営

(Genossenschaftsbetrieb) の甚しい圧迫を蒙っているものはない。」この業種

ほど「身分的利益を執働に守り抜こうとする，多数の業界紙を持つ小売業経営

もないにもかかわらず，効果的な経営の統合が実現しない主要原因の つは，

あまりに多くの小経営が存在することであろうんと。 Kw は商品分類として

意義を失いつつあるど ζ ろか，いわゆる「中間層運動」山の小売業分野で白担

い手に直接関る筒品箱崎として，あるいは，むしろ商業政策範晴として新たに

時代の関心を集めていたのではないか， と推定することさえ可能なのである。

Kw の用語法をめぐる事情が，このように不鮮明である所以を理解するよで，

『経済辞典』の取扱いは示唆的であると言えよう。~同家学辞典』の共編者

の一人として名を連ねているL.エノレ兄ターが独自に編纂した『経済辞典Jll9>

は， 1890年代から1930年代にいたるまで，前者と同じ<4版を重ねているが，

初版には前者と同じく Kwの項目は仕く， A ツ ィ マ マ Y執筆の“ Kolonien

und Kolonialpolitik ~叩にもKwーへの言及は見出せない。しかL興味深いこ

とには，第2版以後 Kw の項目が加えられ， A.ピノレミ '/1/ハウス執筆の第2

版と第3版印では， Kw を「植民地や(盟〕熱帯地域の物産， とりわけ食品，

、、ーであるが，“KoloniaIgeschichte"の項目〈両書とも S.345-49)で，いわゆる Kwは「熱帯
産の食料田曙好品」の詞であるとしながら，油脂用果実，タバコ，コ ヒ ，未と並べて原綿も
挙げている。

18) ~国家学辞典』は 4版とも“ Mittelst ll.ndsbewegung" の項目を掲げ， 第3版までは M.
B四 mer，第4版は J.Wernickeが執筆しているが， いずれも“ Kolonialwarenhandlung..な
いL“Kolonialwaren-und Lebensmittelhandler"に言及していることは，注目に値いする。
改註引用の『経宵辞典』も，第3版に“恥1ittd:stand:suewegung"(M. Biermer執筆)，第4版
に“ Mittelstand，Mittelstandsbewegung" (G. Albrecht執筆) OJ項目をそれぞれ掲げている
が，事情は同様であるo 19世紀末以降. Kwは商品宇的関心とは別白視角かb取り扱われなけれ
ばならない問題性を苧むにいたったことが，示唆されているように思われる。

19) Ludwig Elster (hrsg.)， Worterbuch der Volkswirtschaft. 2 Bde" Jena 1898; 2. vol1ig 

umgearb. Aufl.. 2 Bde.. 1906-7; 3. vollig umgearb. Aufi.. 2 Bde.. 1911; 4. vollig umgearb 

AuJl.， 3 Bde.. 1931-33 
20) Alfred Zimmermann， in: ebenda， Bd. 2， 1898， S. 55-81 
21) Alexander Wirminghaus， in: ebenda， 2. Aufl.， Bd. 2， 1907. S. 184-5; 3， Aufl" Bd. 2， S 

60-62 
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噌好品として用いられるもの，とくにコーヒー，原糖，茶，米，香味料を指し，

さらに南方産果実も含む」ものとして説明している。ところが，第4版でこの

項目を担当した J ミュラー叩は， この分類範鴎がもはや有用性を失いつつあ

ることを強調しようとしているのである。 Iかつて Kw には， ヨ ロッパ諸

国の植民地から産出するすべての商品を含ませることができたが，この概念は

時とともに限定されてきた。」それには二つの原因があり I一つは，多くの

重要な Kw.(たとえばタバコ，砂糖〉がヨーロッパ自体 Cも生産されるように

なったことである。J Iもう一つは) Kw. の概念が形成された時代にまだ世界

商品として知られていなかった植民地産の原料に対する需要を，近代工業が生

み出したことである。(たとえばゴム)J 結局 iKw の概念規定に関して，

関係分野の専門家の見解が一致することはこれまでなかった。」との説明だけ

ではまだ十分な説得力を持っとは思われないが23)，Kw概念が混乱している事

情を明示的に指摘した事例として，貴重であろう。

しかし，そもそも iKw.の概念が形成された時代」とはいつのことなのか。

ドヮーデンの『語源辞典~24)によれば，この語は1自白O年頃に使われ始めたとあ

るが，この用語の機能停止が自然消滅的であったように，その使用開始も自然

発生的であったのではあるまいか。そして，この聞この商品分類用語が厳密な

概念規定を受けることは，一度としてなかったのではないか。何よりも輪郭の

不明確さこそこの語の変らぬ特徴であり， ドイツ語世界におけるこの語の生涯

の消息が今なお不明であることは，また，この語の用語法の変化が学問的検討

の対象になりえなかったことも，まさにこの陵昧さのゆえにである， と言って

よかろう。しかし，慣用的経済用語の陵味さは，これの使用者たちによって，

22) lohannes M-uller， in: ebenda， Bd. 2， 1932， S. 585. 
23) T.フローグルは，専門化の進展の結果円(olonialwarenhandelの中に[専門的な]コーヒ

商や茶商が出現した回羊毛，綿花，ゴム，原庄等は[それぞれ]専門的職業の取扱対象となって
いる」と Lて Kw椛士がもはや専門化に対応できないことを示唆している。 Th.Brogle， Dほ

Grundzage des erwerbsmasigen WaTenhandels. in: Viktor Grafe (hrsg.)， Kaufmannische 
Grundlagen dar Warenkunde und Waronkenntnis， 1. Hbd. d. 1. Bd. V. Grafes Ha町あuch.der 

Organischen同町enk叩 de，Stuttgart 1930. S. 4 
24) Der Grose Duden， Bd. 7， Etymologie， Mannheim 1963， S. 346 
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その現実の経済生活の中でのその時々の実践的な概念規定を受けていた ζ とま

で排除するものではない。むしろ，学術用語としての高度な概念加工を未だ施

されていないことは，それだけこの用語そのものの史料的価値を高めるもの，

ということさえできるであろう。

しかも，少くとも実務的次元でこの語が盛んに使用された時期の一つは，

「ドイツ」における産業革命，すなわち木源的蓄積から資本制蓄積への移行期

と大幅に重なり合っているzヘそのことだけでも，この語の用語法の変化はゅ

うに検討対象とするに値いするであろう。思うに， ζの用語の消長は，蓄積様

式の変化に伴う社会的関心の方舟の変化を物語ってはいないか。あるいは，商

品関心という遠近法によコて Iドイツ」の地平から資本制社会が展望する世

界市場像が，そD成長とともに変貌してい〈様を映し出してはいないか。本稿

の分析作業はこのような問題関心の下で行われる。

それでは， Kwが一つの重要な経済用語として，ある時代の「ドイツ」社会

の語棄に含まれていたことは，どのようにして実証できるのか。史料史的にみ

れば，手稿の経営史料から関税率表や営業条令のような公刊史料にいたるまで，

可及的iこ多種類の同時代史料叩を収集して，それにおける Kw. の用語法と使

用頻度を比較検討し，さらに同種史料の時系列的な比較検討を通して，用語法

の時代的変化を追跡するという，二重の作業が必要であろう。しかしこの方式

をとろうとすれば，作業自体が超大なものになる上に，資料の入手にも時代を

遡れば遡るほど厳しい制約が加わる。さしあたりの便法として，入手可能な資

料をその種類にかかわらず時代順に並べ相互に比較検討をするほかはなL、。

したがって，その結果得られるはずの見通しも，暫定的なものに留まらざるを

えないであろう。

25) 筆者は1830年代の「倖昆録」骨折によって，当時の産業構造の「綿産」判定作業を継続中であ
るが!頻出する“Kolonialwaarenhandlung"の営業内容を把握する必要に迫られたことが，本
稿執筆の直接の動機である.

2の 商品学や商業学に関する諸文献，貿易統計，営業統計，旅行記生活史資料，各種経済用語辞
奥，百科辞典等がとりわけ分析対象になるべきであろう。
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予備的検討の結果をふまえて，本稿の対象時期は18世紀中葉から始まり， 18 

世記後半， 19世紀前半， 19世絶後半の三期に大別して検討が行われる。その際

次の諸点が留意される。

第一に， ドイツ語圏における経済用語一般にっし、て言えることだが，外来語

ないし直訳語がきわめて多いばかりか，原語の受容過程で 定の語義転化を伴

うことがあ畠ため， ドイツ語としての用語法が原語のそれと一致するとはかぎ

らない，ということであるロそれゆえ Kw概念の理解のためには) Koloniale 

waren， denr色escoloniales等の用語法土の異同の検討も必要であろう nしかし

告しあ陀句は， Fイツ語圏における用語法の検討に隈定せざるをえなし、。

とはいえ，第二に「ドイツ」の地域構造に影響されて，経済用語も地域性を

持つことがありうるということである。先進諸国で生まれた経済用語，すなわ

ち，イタリア語，オランダ語，フラ Y7.語，英語が，それぞれドイツ語に及ぼ

した影響力も地域によって異るであろうし，消費様式そのものにも，ある時期

までは，あるいは現在にいたるまで仕お，一定の地域差が存在したであろう町。

したがって. Kw.についてもドイツ語圏一般のではな<.各地域それぞれの月

語法にできるかぎり注意が払われなければならない。

第三に， Kw.の語義が殴昧であることは，部分的に語義が重なる類請を持つ

ということであり，そのような類語もまた，日j能なかぎり検討対象に含められ

なければならないであろう。本稿で問題とされるべきは， とりわ日大航海時代

以後商品分類に関る範暗として異彩を放ち始めた 連の用語，とくに Apothc.

kerwaren (以下必要がないかぎり Aw. と略記)， Drogeriewaren(同， Dw.)， 

Gcwurzwaren (同， Gw.)， Spezereiwaren (同， Sw.)， Farbwaren (同， Fw.)， 

Materialwaren (同， Mw.) である。

2η とりわけ血世紀の北ドイツと南ドイツとの食習慣山相違杭“ Kolon.ialprodukte..の消費性向
の差まで生み出したことについτは. Haus J. Teuteberg u. Gunter Wiegelm阻 n，Der Wandel 
der Nahrungsg帥 ohnheiteπunterdem Einfius der lnd出 trialisier叩 g，Gottingen 1972， S 
258-9 を参照。
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11 18世紀後半

18世紀末にいたるまでの中部ヨーロッパにおける商品構成白流動化と多様化

は，産業構造と消費構造の巨大な変化に伴うものであるが，前者は商品流通の

直按の担い手である商人階層に対する新しい時代D要請を惹き起した。それは

増大する商品種に対して正確な知識を持つことがますます困難となり， したが

η て一層重視きれる上うにたった~. eである。商品群の体系的把握のために，

まず商品分類の基準を確立することが必要となり，これが商品学 Warenkunde

の成立を促すーっの要因となった。 18世紀中葉に，それまでの商業実践の蓄積

を基盤にして成立し始めたドイツ独自の商業学 (Handlungswissenschaf t)加が，

その冒頭に商品学を据えようとしたのは偶然ではない。この商業学の文献の中

に Kw という用語を見出すことができるのだろうか。以下，代表的諮文献

について検討ーする。

1 ノレドピーチ『商業大辞典~ (1752-56) および『商業体系綱要~ (1756) 

啓蒙の時代はドイツにおいても種々の辞典編纂事業を生み出した。ドイツ語

圏における百科辞典の晴矢は，補遺まで含めれば68巻にも上るツェードラーの

『大百科梓典11211>と言われるが，これの執筆陣に加わったルドビーチ仰が独自

に編纂した「商業大枠典』叩は， 18世紀中葉までのドイツ語圏における経済知

Zめ 商業学成立過程町学説史的把握については，さしあたり，注30)で挙げる諸丈献のほかに市原
季一『ドイツ経営学』森山書1苫， 1954年.2-5頁を幸照」

29) Johann Heinrich Zedler， GrossesτoUstandiges Universal-Lexicon aller Wissenscha，ρen 

und K，伝η3te，.. . (sog. Zedlersch町 Lexikon)，64 Bde. nebst 4 Suppl.， Halle und Leipzig 

1732ト54

30) Carl Gunther Ludovici (1707-1778)についてはI Rudolf Seyffert， Betriebswirtschaftslehre， 
ihre Geschichte， in: Handwc河 erbuιhder Betriebswirtschaft， 1. Auft， Bd. 1， 1926. Sp. 

1198-1220; 2. AufL Bd. 1， 1938， Sp. 932-56; Ders.. CarI Gunther Ludovici und日 inHaupt. 

werk， die Akade四 ieder Kaufleute， in: Quellen und Studien zur Geschichte der setriebs-
wirtscha.内slehre，Bd. IV， Stuttgart 1932， S. I-XXIV i Bernhard Bellinger， G白chichteder 

Betriebswirtschaftslehre， Stuttgart 1967， S. 32-33 (邦訳， B.ベリンガー著，高橋俊夫訳『経
営経済学小史~~ミネルゲァ書房， 1971年， 35-37頁).を参照。

31) 本書の標題はきわめて長大なもりであるが」本書の性格出端的に表現さ札ているので，煩をい
とわず紹介すると次の通りである。 Erojf;ηeteA如 demieder Kaufleute: oder包ollstandiges

Kauf間閉山トLexicon，woraus sammtliche Handlu暗 enund Gewerbe， mit allen ihren VOT-/" 
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識の集大成とも言うべきものである。またこれの別冊として刊行された『商業

体系綱要~叩は. J サバリの T完全な商人~ (1675年〕に比肩しうるドイツ語

で著された商業学文献の鴨矢と言われるものである。そこで. w辞典』と『綱

要』の用語法を立ち入って検討しておくよとは，これ以後今世紀にいたるまで

の Kw概念の変遷史の起点を確認するためにも必要な作業であろう。

(1) 行論の必要上 w綱要』の検討から始めるむこれは第 1部「完全な商業

体系の綱要あるいは一般商業学序説J.第 2部「商業学の基礎J，第 2部「水路

および陸路による商業の歴史」の 3部構成になっている。第 1部第 3節で，一

般商業学 (gesamtekaufmannschaft)の官頭に商品学を位置づけ，そこではま

ず商品分類 WaarenEintheilungenを問題にする叩。しかし，種々の分瀬基準

のーとして原産地によるものを挙げ I国内産と外国産に，また後者は東イン

¥"，theilen， und der Art， $2'e zu treiben， erlernet werden師 nnen;Und worinnen alle Seehafen， 
die匂OT7!ehmstenStadte und Handelsplatze; alle A吋 ender roheη und verarbeiteten Waaren; 
die Kunstler， Fa.brika-nten und Iland:ωerkJleute; Commerctencollcgia， H andelsgerichte， 
Banken， Borsen， Leihauser， Manufacturen， Fabriken t同 d Werkstatte; die Rechte und 

Privilegien deT K.αufmannschaft， u. s似 besch円 .，b印刷d erkliiret werden. Mit vielen 

Fl，出eaus den besten Schriftstellern zusammengetragen von Carl Gunther Ludovici， 
ordentlichem Professorn der We1tweisheit auf de.r Universitat Leipzig， und der Konigl 
P'reus. Akademie der Wissenschaften Mitgliede， Leipzig， bey Bernhard Christoph Breitkopf， 
Erster Theil (A bis B)， 1752， XXU+2256 st.， Zweyter Theil (C bis G)， 1753， 2364 Sp.， 
Dritter Thei1 (H bis M)， 1754， 2076 Sp.， Vierter Thp;i] (N bis S)， 1755， 2300 SP.. Funfter 
Theil (T bis Z). 1756， 1196 Spなおザイフェルトによれば，第2版カ'1767-68年に同じく 5巻
本で，第3版はルドピーチの没後17町 1801年に6巻本で，標題も“ Neueroffnete Academie 

der Kaufieute， oder encyclopadisch澗 Kauft叩 nns.lexicon alles W，ηsenswert hen und Ge 
mem加 tZtg町四 denweiten Geb副 ender H andlungs即 ssenschaftu71d Hωldehkunde uber. 

haupt; . . . . . . ; vormals herausgegeben von Prof. Carl Gunther Ludovici und lllun 

durchaus umgearbeitet von lohann Christia乱 Schedel"と改題されて刊行されたゐR.Seyffert， 
Carl Gunther Ludovici， S. IX-X 筆者が参照しえたのは初版本である。

32) Grundris eines vollstandigen Kaujmanns.Systems，πebst den Aπ:fangsgrunden der 

Handlungswissenscha/t， und angehangter畑仕enGeschichte der Handlung 211， WIωser und 

zu Lande，切 orausman zugleich den gegen四artigenZustand der Handlung von Eurota， 

auch bis in die andern Welttheile， erkennen kaη11， zum Dienste der H andlungswissenschaf 

ten entworfen von Caτ-1 Gunther Ludovici， Leipzig 1756. zweyte vermehrte und verbesserte 

Aufl.. ebend. 1768筆詰が審問しえたのは Omnitypiedruck der 2. Aufl..山 R. Seyffert 

(hrsg.)， Quel!en und Studien zur Geschichte der Betriebs削 rtschaftslehre，Stuttgart 1932 

である。
33) Grundris. S. 2 
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ド産，イギリス産・ーに分類される」と記述しているにすぎない制。また，第

2部第 2編第 3章「商人(白andelsmann) について」でも，取扱商品による商

人分類が行われているo しかしここでも毛織物商・仕立屋，絹物商，小間

物商，皮革商， Specereyhandler， Herboristen等」叩と羅列されているにすぎ

ない。さらに第 3編第9章「植民地 (Pllanzstatten) について」では r砂糖，

藍，タバコー といった連の商品J， r甘庶，綿，タパョ，藍等の商品を栽

培する 」叩という表現をとり，植民地の物産としての一群の商品に対する

関心の芽生えが示唆されてはいるが，ひっきょうそれ以上のものではない。第

3部第4章「ドイツ商業について」は，抜粋が復刻苦れているにすぎないが，

幸い第 4節「海港都市ノ、 yプルクについて」が収録されている。ここでハンブ

ノレク商人はあらゆる外国商品を取り扱うと Lて，その商品名が列挙されている

が，そり第 4群として「あらゆる種類のMaterial-，GeWUTZ-， Specerey-， Apo-

theker-und FarbwaarenJ叩が挙げられている。しかし Kwーとし、う語は見出せ

ない。

『綱要』でもっとも詳細に商品名が列挙されているのは第 3部序論で，近代

商業史をアジア，アメリカ，アフリカ，ヨーロッパの 4地域に大別して考察し，

ヨーロッパをのぞく各地域および「レパ γ ト」の主要物産名を列挙している加。

当時の「ドイツ」における商品世界の外延を確認するよで， これは引用に値い

するであろう。一覧すると第 l表および第 2表のようになる。

34) ebenda. S. 4 
35) ebenda， S. 254 
36) ebenda， S. 363-4. 
37) ebenda， S. 418 
38) ，b四 da.S. 367-75. rνバント」概念も一義的ではない。世界の回大通商圏に張り出した4本

の大桂 (A田，，)と並んで，複数。通商圏に張り出す 1本の'J技(Nebenast)があり，それが「レ
バント」貿易であると言う。ただ「レバントJ(Levan匝〉の概意は圏によって異り，イタリア人
はグルィヲィアから u ンλ タンチノ】プル アレッポにいたる地中海北・東岸域あるいは品 フ
ラテス・ブイル両河にいたるまでの地域を，フランス人は，地中海域でアランスより東ーフ
ラテス河にいたるまでの地壊を，イギリス人とオランダ人はシプラルタル海峡かbユーフラテス
河にいたるまでの地中海沿岸域を，それぞれ「レパソト」と呼ぶ。本書では狭義の，イタリア入。
規定に従う，という解説が付されている，同様の記漣が Artikel“Levante"， in : Lexicon， Theil 
3， Sp. 1283-90でもなされる。
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第l衰世界貿易商品

対7ジア貿易

対ベルシ?貿易

没薬，乳呑，マナ (Manna)， アヲゼア呑j由，牛黄，金，真珠，宝石，絹 E生
糸?J，絹織物，金・銀欄，織強， 象牙 (HeIfenbein)-， 虎・獅子白毛皮， 騎

騎・山羊の毛および織物等

対東イン F貿易"

(1) Gw.(普通は肉桂，丁字，肉豆葱，.豆葱花，胡披，生重りみを指"t)， Sw.' 

Dw. (昆硝石. Cm::sonade [? J.砂糖，ラッグ，大黄 (Rhabal'bar)，人参

(Ginseng)， J語香， 竜証正香(grauerAmhra}， 茶等〕

(2) 絹[生糸ワJ，絹織物

(3) 原綿，綿布 CCattune).Zitze， Netteltllche 

(4) 金属(金，銀，銅，鉛，錫，鉄，鋼);宝石(金剛石，紅玉，青玉〈青，

白).貰玉，紫水晶.Achate);真珠;木材〈薬用，染料用，象眼細工用 (zu

ausgelegter Arbeit)，呑料用，すなわち伽羅(Adlerholz)，蘇芳 (Siampan.

od. Sapanholz). 白檀(Sandelholz)，藍菅(Aloeholz)，棋櫨 (Rosenholz)，

Calanbacholz， Cal国 urholz);中国・日本物産 (Curiositaten)(塗り・上塗

り・絵入り日傘・雨傘， 箪笥(Cabinette)，小植 (Kistchen)，長持ち (L剖-

chen) ，印篭(Flaschenfutter)，扇子，その他の室内装飾品。

(胡栂，肉豆~，亘蓮花，肉桂，丁字，古らに香料， 医薬品，染色用に使わ

れる作物と Sw.ば，東インド国有の物産であるために，対インド貿易ほヨー

ロッバ人にとって世界中で志っとも利益田多いものとなっている。〉

対7フリ白貿易

金z 真珠，各種果実z 各種原料(Materia1ien)，多種の穀物， 野獣の毛皮， 院

鳥の羽，象牙，馬，奴隷

対アメリカ(西インド〉貿易

金(金塊，金箔，砂金)，銀(延棒，鋳貨)，毛皮(海浬， 111鍛，大鹿(Elend)，

大山猫 (Luchs)その他)，真珠，緑玉;砂糖，タバコ， 生葺，監(Indig)， 肉

桂(Cassien)，乳香，麓膏(Aloe)，綿，亀甲， ヒゴーニュ毛， 野牛・雌牛・山

羊D毛皮 Quinquina，ココア，パユラ，蘇芳(8ampecheholz)，黄木(gelbes

Holz)， 白檀 σandelholz)，Saffafrasholz， プラジル蘇芳 (B阻 silienholz)，

Bresilet，癒搭木(Gavacod. Franzosenholz)， 肉桂樹， 棋櫨 (Rosenholz)，

黄木(Fus回 1od. Fustock)，黒檀(indianischesu. grunes Ebenbolz)， SasAle. 

parille;香油(Tolu・Copahu• Peru産)，西洋牛黄 (occidentalischerBezoar) ; 
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コジュニユ(At加 lt，Rocou， Kornicht 0) 3種);吐根 (Ypecacuanha)，Contra-

yerva， '肌麟血 (Drach~nblut). 樹脂，竜挺香〈灰色. ?官伏).樹脂(Gummr.v 

Copal)，自生肉豆号室，水銀， 潟水塩， 岩塩， 硫黄 ConsiturenC干・坐果，

パイナップル，レモン，檀(Porr由 eranzen)，レモン汁(Syrupvon Limonien))j 

獣脂強，蜂蜜， Paraguaikraut (2種). ヤラッハ(Jalap)，Mecoaham， 湿青

(Schiffspech)，オリープ，オリーブ油，魚油，小麦粉，乾燥莱果，葡萄酒，ア

グアピト (Mela田es産). リキュール(Barbados産等);馬， i;軍馬，あらゆる種

類の家蓄z毛織物， ゾランネル， Bayettes(いずれもベルー産)， Tocony(!IE.麻

麻の一種〕

(原住民によって加工されたかurechte gemacht winの藍， それに砂糖. ~ 

パコ，コシュニユ等をアメリプJ製品和田町ikanio!ch巴 Manu[acturen)とみなす

ιとができる。金・羽根細工も最上のものである。〉

1) r東インド」は広義に使われ. rインドスタンとニつの半島の両側の全体を指すだけではな
く，中国，インド洋の全島唄， セイロン島， マラディプ マニラー日本田中国領・そり他の
諸島をも含むJ

第 z表 レパント貿易商品

レバン 1-物産

(1)エジプト物産 (2)網 (Archpelagus，Tinte， Andro Nacl回目等産). (3)Testi 

あるいは山羊毛(Cogna，Caissere， .Manancee，_ Manamen等産). (4)各種羊毛

(Tresquilleが最高品種，そり他申低品種も含めた大部分が級王革製造用). (5)各

種毛皮 (Natorien産の詔，いたも， 大山猫， 狐 Tartareyの Caffa，Azae， 

Krim産の狐・子羊皮. (6)野牛・牛の原皮 (7)原綿 (Darnamas産が最高品種).

(3)綿舟 (Montassinが最高品種， その他 Scalanone，Ioselassar， Janequien， 

Baqu町等). (9)'葡萄酒(ギリシア産等).ω干葡萄(getrockn.kleine Rosinen 

od. Corinthen)，同アドパカント樹脂(GummiAdvaganth)，。時海綿 CLerchen-

schwamm)的没食子〈スミルナ・アレッポ・トリポリ産 Gall句fel)，凶 Sca.

mODlum， 伺阿片，凶乳香(Scio産).回蘇合香(f1usigerStorax)， 制ザフラ

ン. d日明馨，側Avelanade，ω海綿(Schwamme)，凶自畠，告書蜂蜜.帥灰，木灰，

制山羊鞍草〈赤・黄色).側コルドバ草〈白色).帥Vaquetten(Se田 al・Manamen.

Mananer.loselassax・Baliambord産等). 自国各種綿布 (Dimit回 s，Demittes， 

Demittons. Scamittes， Bou阻 ssins，Boutannes等). 制各種紙醤 (Moquet土en，

de Pic， Cad回 e). 制石鹸〈スミルナ産〉

レパント経由東方物産"

(1)あらゆる種類のベルシア産絹 (2)Testi・山羊皮. (3)各種更紗 (Zitzenod 
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gemalte Ind沼田en)，(Camfresinen， L田 st，Mou田 elinen，Caimacans)， (4)各

種 Dw.，Sw.(ガノレパヌム (Ga'lba吋， 大黄CRhaui1l"uar-)，我蓬種子(Zitw匂I"::ii1i1-

men)，オボ パナクス(Oppoponax)，アソモニア樹脂(GummiAmmoniak)， 

酸化亜鉛(Tutie)，Turpith， Bi皿 OU1，麓菅(Aloeholz)，竜iJ!:香，腐香等)， (5)真

珠(Ap国 a)，(6)各種宝石〈瑠璃，金剛石，紅宝，緑王等，これらはアルメーア

商人の密輸品〕。

レパント経由ロシア物産引

あらゆる種類白毛皮〈とりわけ黒沼，おこじよ (Hermelin)，シベリアりす(Feh))

1) 隊商によってベルシアからレバントヘ，とりわけスミルナ，アレッポにもたらされる商品h

む とりわけコンλ タンテノープルにもた bされる商品。

以上~綱要』り点検から，商品分類概念としての Kw はまだ用いられず，

かわりに Mw.，GW.， SW.， Aw.， Fw.，が頻出することを確認できた。加えるに

次の諸点も注志されるべき点であろう。

第一に，原産地規定による商品大分類はまだ未完成だとしても，貿易圏に関

しては，ヨーロッパ，アジア，アフリカ，アメリカという大分類がすでに成立

していることである。とはいえ， レパントはなお独自な貿易圏として相対的重

要性を保っており，インド洋・大西洋貿易に較べても， レパント貿易がこの時

代すでに大幅に意義を失っていたわけではないことが推定できるのである。先

取りしていえば，このことがやがて成立する Kw 概念を不明確なものにする，

一つの原因ともなったのであろう。というのは，地中海沿岸産， したがってス

ベイ yやイタリアの物産であると同時にレパント物産でもある「南方産果実J

(Sudfruchte) も， Kwの構成要素となることはすでに見た通りだからである。

第二に綿についてみれば，主要原産地は νパ γ トと「東インド」であり，

「束インド」から直接もたらされるものが原綿と綿織物，レパントからもたら

されるものが， レバント原産物として原綿，綿糸，綿織物， レパント経由のも

りとしては綿織物である。これに対してアメリカはヲその物産の中に原綿が挙

げられてはいるもりの r東イ γ ド」やレパントに比せられる程度には，まだ

綿産出圏として認識されていない。この時代にはまだ綿商品の生産段階を問わ
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ず，原料，半製品，製品のいずれもがレバソトなかし「東インド」の物産とし

て認識されていたことが， とくに留意されるべきである。

第三に，藍，砂糖v タバコ，ユシュニユを代表的なアメリヵ虫ム (amerika-

nische Manufacturen)とみなされる，とし Eいる ιとである。己こで Manu-

facturという用語が使われている ζ とは，当該商品が未加工の 次的原料のま

まではな<，むしろ半製品あるいは製品として「ドイツ」に輸入されたことを

示唆するロ当時は新大陸ですら Iγイツ」からみれば単なる原料供給地では

なかったことが推定できる。

以 kの三点から，大隆間貿易規模での商業圏分類はすでにかなり明瞭になっ

ていたものの Iドイツ」はまだ多くの工芸製品を海外物産としてアジアやア

メリカから輸入していたのであり海外」を加工貿易における原料供給基地

として対象化するまでにいたっていなかった，と言うことができょう。したが

って，言下占ニニ;ノミ物産という範時もまだ成立しえず，商品の主たる分類基準

は原産地よりも用途に求められし，中ない L小分類に留まっていた。とはいえ，

そのようなものとしての Mwや Sw，等の諸範障害が，近代に独自な商品構成を

表現するに足る条件をすでに具えていたことが，やがて明らかになるであろう。

(2) ζ こで『辞典』の点検に移る。何よりもまず，これが小項目主義をとる

にもかかわらず， Kwに該当する項目を欠いていることを確認しておこう。な

お; Colonieの項は "Pflanzstadt" として出項するが削， ここでは植民地が 3

類型に大別されている。そして第三類型の，二百年来ヨーロッパ諸民族がアジ

ア，アソロカ，アメリカに建設してきた貿易のための拠点こそ，ここで取り扱

うべき本来の「植民地」であるとし，これを媒介にして現住民と本来の交易

(ordentliche Handlung) を行うか I存、糖，藍，グパっその他の， ヲーロッ

パではきわめて珍重されるが， ヨーロッハの風土では産出不可能な，あの高価

な物産を栽倍するためのート地を建設する」かのいずれかである， と言う。この

記述によっても，一連の非ヨーロッパ物産に対する関心の高まりは窺われるも

39) Artikel“Pf¥anzstadt， Colonieぺm・Le:awn，Theil 4， Sp. 674-6. 



いわゆる「植民地物産」について (37) 37 

のの， Kwという範曙化には未Jニ達していない，と確認することができょう。

むしろ， Mw.， Sw.等の諸範聴が，非ヨーロッパ物産に事実上関るものとして，

ここでは分析されなければならない。以下 w辞典』における各項目の記述を，

順次検討していくことにする。

① Spezereiwaren 

“Specereyhandel "の項目叫では，次のような記述がなされている。 Spece-

reyenあるいは Specereywaaren には三種の周語法がある。 r最広義には

Gewurzkramer， Materia1isten， Droguistenが取り扱うすべ亡の商品，とりわ

けあらゆる Apothekerwaarenあるいは医薬品 (Anztney) に役立つ商品，あ

らゆる Raucherwerk，あらゆる Farbwaareロ，あらゆる Gewurzwaaren，この

意味において， Specereyという用語は M，aterialienあるいは Materil'llwaare-n

と同義語である。J rしたがって広義の Stecerey-und Material-Waarenは次

の二群に大別される。すなわち， a) Gewurzwaaren.これは風味と芳香のために

料理に添加される Specereyen，b) Droguereywaa:renあるいは Drog:istereyen，

これは医薬品や焚呑や染色のために使用される Specereyen，これらの Drogue-

reywaa町立はさらに a)Apothekerwaaren， b) Raucherwerk， c) Farbezeuge 

に分かれる。」

次に中義の，そして普通使われる意味において， Spece回 yenは「あらゆる

種類の Gewurzenおよびとりわけ東洋 (Morgenlander)からもたらされ，薬

種商 (Apotheker)の下で医薬品のために使用される商品，たとえば肉桂(Cas-

sieh)やセ yナ葉 (Senesblatter)等」を指す。

最後に狭義には東洋からもたらされ，料理に用いられる香辛料 (hi.tzige

und schar [sdl'Ineckende Gewurze) のみを指す。たとえば肉桂，丁字，豆謹

花と肉豆窟，拐板，生董等」をf8す。

なおこの用語について注意されるべきことは rこの Specereyenの取引に

あたる商入はそれゆえ Specereyhandler と呼ばれるが，上沼諸商品を卸売

40) ebenda， Theil 4， Sp. 2077-79. 
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する者 (imganzen handeln)がこう呼ばれる。これに対して小売する者(im

einzeln handeln)は普通 Gewurzkramerと呼ばれる。しかし地域によっては

Apothekerwaarenだ円を取り扱う者を Specereyhandlerと浮ぶ。」

Sw に広・中・狭義三種の用語法があること，そのどれにも Gw が含まれ

ること，ノレドピーチにより一般的用話法とされている中義では J Gw.のほかに

Aw.が含まれること，広義の Sw は Mw. と同義であることが，この項目の

要点である。

② Apothekerwaren 

“Ap戸ot出he位kξ司e町r

が使用LしいJ什，品傷みが早〈し，その保存のために格別の注意が必要な原料である。ι」

そこで?代表的な菜種についてその保存方法と保存期聞が詳細に説明されてい

る。 Aw で留意されるべきことは Mw および「糖菓子J(die mit Zucker 

uberzogene Confec同)もこれに含められていることである。ここでいう 「糖

菓子」がどのような使途に用いられたのかは不明だが，薬用原料ということか

らとりわけ在庫品の保存管理が重視され，逆にこのことが概念規定要素として

加わることで，外延拡大の可能佳が生ずることが，次の Dw との関連で重要

である 3

③ Drogeriewaren 

“Droguistereyen， Drogistereyen， Droguereyen"叫とは i薬用，厨房用，

食阜用，染色用等に使用されるあらゆる Specereyen，Male王国li凶， Gewurze 

D総称 (Haupt1enennung)である。しかしこの語は普通 (insgem目的，とりわ

け薬用および染色用に用いられる Specereye孔のみを意味する。しかし，一部

の人達はこの曜称を単に Apothekerwaarenに，あるいは薬種商が医薬品の調

合のために使用するような， しかも傷みが早いので特別な保存管庫が必要な原

料に限定して使号。さらにまたある人達は，単に乾燥させた (trockeneund 

41) ebenda， Theil 1， Sp. 797-801 
42) ebenda， Thp.il 2， Sp. 1062-63 



いわゆる「植民地物産」について (39) 39 

aufgedorrte) Specereyenのみを指すものとして使う。しかも Droguereyenあ

るいは Droguistereyenは元来》ランダ語の droogeから来たもので，これは

「乾いた」あるいは「干した」という意味であり，イ γ ドその他の諸外国から

常に乾燥させて輸送された，薬用に供せられるもの， したがって国内で産出し，

普通はまったく新鮮な，また産出したばかりの状態のままで使用されるものと

区別される。JIこのような Spczcreyenを取り扱う者は Droguisteとザばれる。」

こり記述は， Swの項目のそれと対応しているロ Dro即日reyenも同じ〈多義

的である。 ζ の概念の構成では，対象商品の用途k並んで保存方法が重要視さ

れ，どちらの規定に重点、を置〈かによって外延も異るのである。

@ Materialwaren 

まず“Materialien"の項目'"'で， 1)建築用 (Baumaterialien)，2)工業用

(Manufacturenmaterialien)， 3)医薬用 (Material目立 oderMaterialwaaren) 

の3種に大別されるとし，この第三のものについて別項を設け詳細な記述がな

されている。これもまた広狭二義の用語法を持つ。広義には 1医薬用にも，

風味，芳香のゆえに料理用にも，焚香用にも，染色用にも役立つすべての商品

を指し， したがってあらゆる Dro呂田stereyenを含む。すなわち， 1)あらゆる

Apothekerwaaren，あるいは薬種商が医薬品の調合のために使用するあらゆる

原料， 2)あらゆる Raucherwerk，あるいは焚香用に使われる強い芳香を汝つ

原料， 3)あらゆる Farbezeug，あるいは染物業者がその業務用に使用するもの，

のあらゆる Gewurze，あるいはその風味と芳香のために料理に用いられるもの

を指す。Ji広義の M wの取引はふつう Materialienhandlungあるいは Mate-

:r:ialhandl ung とnfばれ，いわゆる Materialistによって行われる。」 これは第

3表に一覧するような商品から成る。これに対して狭義の Mwは rSpecereyen

(Specereywaaren)のみを指し，これはとりわけあらゆる種類の Gew品目の

ほか，と〈に薬種商が使用する原料を意味する。J[Sp.の中義の用語法に相当]

43) ebenda， Theil 3， Sp. 1717-18 
44) ebenda， Theil 3， Sp. 1718-20 
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第 2嚢 Materialwaaren

1)動物のあらゆる部位 (Genssenkugeln，海呈香，鹿角，廓香，穴熊町脂等〕

2りGe明世間〈サフラン，肉桂竿，ただしハ γ グルクの Ma.terialiははこれを取り

扱わない。〕

3)染・顔料(金泥 (Goldin Mu，cheln)，長日等〕

，j)漬けた物(菖蒲 (Calmus)等〉

5)樹皮・果皮(燈皮，キナ皮 (China.chinaj等〉

6)花弁(迷迭呑・柘植由花弁〕

7ヲ莱〈センナ莱 (Senesblatter)等〉

8)呆実(無花果・案郡子等) (ハンブルグの Ma回rialistにはこの種の商品白取

扱いは禁じられている。 とりわけ， 無花果， 干葡萄 (Rosinen)，種無し干葡萄

(Corlnthen)，李，巴旦杏等が該当する。〉

め樹 脂 (G出mmi)(竜海香"藍膏，没薬，乳香等〉

10)草木(茶，ベルモット等〉

11)宝石(紫水晶，紅主髄 (Carneol)等〉

12")石材(雪花石膏〕

13)木材(癒唐木 (Franzosenholz-)，ブラジル蘇芳 (Brasはlienholz))

14)海産物〈珊瑚，真珠等〉

15)金属，鉱物(精錬銅，水銀，明禁等〉

16)蒸留袖(アユス油，迷迭香油等〕

17)一般油 (gem目 nteOele) (扇桃油，胡桃油等〕

lめアルコール (Geisterod. Spiritus) (硝酸 (Scheidewass白戸等〉

19)根(アンゼリカ (Angelike)等〕

20)塩(硝右，酒石塩等〉

21)種子〔亜麻仁レモン種 (Citronenkerne)等〕

1) 抹香鮪の腸内からとれる竜挺香 CAmbra)が樹脂D範時に入れられる理由は不明。
2) 硝酸がアルョ ル類に入れられる理由ほ不明D

ところが Mw を取り扱う市da匝r国1ist"の項目的》では，三種の用語法があ

るとしており Mw の説明と完全には対応していない。すなわち，広義には

rIvIaterialwaarenあるいは Droguisie日 yen のすべてを，あるいはその一部を

販売する者で， Drogu出と呼ばれる。」中義には rSpcccrcywaarenすなわち各

種。Gewurzおよびとりわけ薬種商が使用する原料の取扱商人を言い，それゆ

え Specereyhandlerの意味に用いられる。」狭義には fGewurzwaarenのみ由卸

45) 品開da，Theil 3， Sp. 1720-23. 
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売を行う者でこれが本来の Materialistである。この意味では Gewurz-h釦ldler

と呼ばれる。"Gewurzkramerは小売のみを行う者を言う。」 しかし本書では広

義の用語法をとるとして rMaterialisten，M回世田lh白ldler とはあらゆる種

類の高価な Droguereyenあるいは Specereyen， [すなわち]根，種子，葉，

果汁，乾燥させたり漬けたりした果実，あらゆる種類の精油 (01i'a'el'l)，香油，

また自然の三界から産出する希少物を販売のために仕入れ，その後に地元の薬

種商十杏味料小売商 (Gewün~krälller) に供給するような商人を言う。J Iまと

もな(日chtschaffener)Matcrialistはそれゆえ薬種商と本来の(ordentlicher) 

香味料小売商の問に立つ者である。」

MaterialistとGewurzhandlerの相違については，前者は「並のものではな

い，特別の，高級な，誰にも知られているといったものではない，厨房用とい

う上りも，医薬，化学 (Chymie)，好奇心 (Curiosi出)，宝物庫 (Kunstkammer)

用に使われるものを販売のために注文し，仕入れる者であって，胡板s 生重，

砂糖その他の Gewurzに関しては Gewurzhandlerに任せるのである。」

Ma-arialistと Apothe占erの別は次の点にある。 fMaterialist の大部分が

Aw.主取り扱うにしても，薬種商が医薬品用にそのままの形で，または調合し

て使用するよう仕ものは取り扱わないということである。これらをその原初的

形態において，すなわちまだ加工されないままで大量に注文し，また仕入れた

形態のままで再販売するのである。」

「このような Materia1istがその商品を仕入れる地域は，言うなれば世界の

四大地域である。・とりわけアジア，エシプト，いわゆる束インドは[自然

的条件が]特別に恵まれている。それゆえ，大規模な Malerialistは大規模な

通信網 (Corre叩 onJeU!l;)を持っている。とりわけロ y ド/'，アム凡テル夕、ム，

ベネツィアにこれを保持しなければならなし、。というのも，この三都市は東イ

y ド，西イ ν ド，アジア，レパ γ トからの Drog出回yenと Materia1ienの大部

分が入荷する場所だからである。」

Mw もまた多義的な概念であるが， 類似概念の中でも， し、かなる加工をも
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受けないという点と，原料自体の高価性，希少性が強調される点とで，原料入

手経路や原産地が概念構成製素として比較的重視される。 Dw.の場合に，乾燥

状態での長期輸送という規定から原屋地が意識されることとともに，留意され

るべきli.であろう。

以上点検した諾概念に較べると， Gw.と Fw.はより小分類的であり，その

概念も相対的に明瞭であるように思われるが.念のためにこれらも点検してお

、ー .ヲミ
~ ， 0 

⑤ Gewurzwaren 

“Gewurz， Wurze， Wurzwaaren叫 ω も二義の用語法があり，広義には「保

健のために，あるいは風味芳香を得るために，医薬用に使われるか，料理に添

加されるか， 焚呑用に使われる， あらゆる辛味あるいは濃い味 (scharfod世

stark schmeckend) を持つもの， または強い香りを持つものを言い， 大部分

は根，莱，花，実，種子，樹皮，液汁 (Safte)，樹脂等の良質の Specerey聞か

ら成る G しかし医薬用あるいは焚香用に使われるものは，それらが同時に厨房

用としても田・日用いられるのではないかぎり，本来の Gewurze ではな<， 

Droguereyen と~ばれることが多いし，その方が正しい。J 狭義には「風味芳

香を得るために料理に添加される Specereyenを言う。ここではこの狭義

をとる。」この意味における Gewurzは第4表のように分類される。これによ

れば蜂蜜，砂糖，酢，塩，泊等も含まれており， GW.は「香味料」よりも調味料

と訳されるべきものであろう。

なお， Gw.には次のような特徴が挙げられてい答。 iGcwurzの販売は世界

のあらゆる地域で，あらゆる国や都市，農村の様々な土地で行われており，商

業のもっとも重要な部門の一つである。J iこれの卸売には一つの C特権]会社

全体，同L< Specereyhandler， Droguisten， ¥.，、わゆる Materialistenが，小売

には Gewurzkramer(場所によっては誤解から Apothekerと呼ばれる)が，ま

た場所によっては， とりわけ小都市や農村では， いわゆる食料品商 (Hocker)

46) ebenda. Theil 2， Sp. 2081-86 
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第 4表 Gewurze

(1) 単品 (einfacheGewurze)時

1) 植物性

① 根茎〔生聾，茨蓮，菖蒲等〉

② 樹皮(桂皮，豆葱花等〕

(43) 43 

① 葉(サルピア (8albey)，立麗容草 (Thymian)，迷迭呑，月桂樹の葉，マ

ヨラナ (M.yo目的等〉

③花弁〈サフラ γ，風牒草 (Caperu)等〉

@ 果実・種子〈胡叡，肉豆葱，丁字，小豆建(Cardemomen)，芥子，ジャワ

胡阪 (Cubeben)，コエ γ ドロ (Coriander)，規菌香 (Kiimmel)，アニス，酋

呑 (Fenchel)，月桂実， 干葡葡， 巴旦杏， ピスタチオ (Pistac目的， 笠松

(Pinien)等〉

⑤液汁〔砂糖，油，酢等〕

2) 動物性

蜂蜜

3) 鉱物性

塩

(2) 調合晶 Cvermischte Gewurze) 
とりわit調合芥子(Senfod. Mostrich)， Citronate，漬けた果物，いわゆる feine

Gewurze C vier Gewurze) 

が従事している。」しかも「卸売業者たちも小売を平然と行い，また商業の中で

Gewurzhandelほど容易に閲業できる業種もない。というのも普通の家庭用品，

油，砂糖， 胡取等の Gewurzでもって始めさえすればよく， しだいにより高

価な Droguerey-und Specereywaarenを取り扱うことができる」から己ある。

この Gw に含まれるもりも多種多様であり r香辛料」ゃ「香味料」としヴ

訳語は誤解に導〈恐れがある。このような意味での Gw. はすくずれて小売商品

範崎であり， Specercyh邑ndler，Droguisten， Materialistenがむしろ卸売範障害

であることが対照的である。とまれ胡取等の消費がすでに大衆化し，安何な日

常消費物資という認識が定着していたことは， rドイツ」における消費様式の

変化を示す一例として興味深い。また， 18世記中頃すでに，多数の Gewurz-

kramerが族生していたことは Iドイツ」における小売業一般の発展を促し

た要因を採る上で，また19世紀末以降いわゆる Kolonialwaarenhandlungが，
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まさに参入が容易であるがゆえに小売業者の過剰という深刻な問題を抱えるに

いたった歴史的背景を理解する上で，重要な点であろう。

⑤ Farbwaren 

最後に Fw の用語法を点検するが，これもまた広狭の二義を持つ的。

“Farbzeug， Farbenzeug， Farbewaaren， Farbenrnaterialien， Farben"は広義

には i物体 (Korper) を染めることができるあらゆる物質」を指し，狭義に

はとりわけ染色業者が羊毛・絹・亜麻・綿・毛・羽毛、皮革・骨染めのよ

うな作業に使用する主たる物質 (Hauptmaterialien) を指 C，乙れはとちわけ

Farberfarben， Farbezeug， Farbe-oder Farbermaterialien と呼ばれる。」本書

は後者の用語法をとるが，種々の分類基準の中で動植・鉱物性染料という

分類をとると，第 5表のようなものが挙げられる。 iこれらすべての Farbe“

第 5表 Farbemateriali四

(1) 動物性

w旨 (Kermes)，コ、ンュニユ polnischeCoccinus， HaarIarbe， Mumie) 骨灰

くBeins.chWa.r:z) 

(2) 植物性

藍，大育，ンド犀草(Wau)， 自生サプラン，固洋茜(Faruerro山e)，茜(Grapp)，げ

んの L ょうこ(Schart).Roucou，黄櫨(Sumachod. Sch皿 ack)，黄木(Fus出1)，煤

(Rus)， Wiede，エニシダくPfriemenktaut)，胡蓮巴 (griechischesHeu)，黄木

(gelb Holz)，蘇芳(Campescheod. Blauholz)， St. Martinsholz，白檀(Sandel-

holz)，漆(Japanischholz:)， Spanischholz，貰木 (Fustirholz)， ブラジル蘇芳

(Brasilienholz)， Fernambuckholz， 赤楊樹皮 CEIIernrinde)，~桃殻， 胡桃木

白根I urseil[e， :ffi黄(Curcurna)，樹脂(Gummllack)， 自民麟血(DrachenbIut)，

Kugellack，雌黄(Gummigutte)，Saftgrun，その他の液汁染料(Saftfarben)

(3) 鉱物性

鉛白，白色スレート (Schieferw目的，粉状・貝殻状銀 (geschlagen，ge皿 ahlen，

od. Muschelsilber)， 鉛密陀(Bleigelb).Kesselbraun，粉状・貝殻状金，粉状

金属 (geschlagenMe阻 11)，貝殻状金属 (Metallin Muscheln)， M目立1ge，非蒸

溜・蒸溜緑青，群青，青糊(Oel-od.Sta:rkeblau)， Glas-od~ Glan田 and.各色こ")

メル(Schrnelz:glas)等。

47) ebenda， Theil 2， Sp. 1484--88 
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第 6表

平称| 定
義良 取政商人

広 Droguereywaaren{lLARFap邑rUobtCtehlzeeekruewgrewerak aren 
Spezer.eyhandler (卸売〉

Gewurzkram白 ?Zi=

中 rwaa四 n
く地域により theker 

A〈apuosthdeekn e Morgenlander吟

狭 Gewurze(au& den Morgenlandern) 

狭 Aてp〉otheLEerwaaren〈特定の地域におい Spezereyhandler 

lA¥同llL MG開eaWtce1eir目1aeyI回::}zm(m) { 主FSpa主erdbEz.sefen g y 

中自pecereyenzur〈m〕 Faxben 
Droguisten 

挟 Apothekerwaaren

狭 S(tpreoccekree21yeen U aufgedorrte〕

狭 Spferceemredyeenn LzAuEIr deArrnz，tnaebyze(traoucs knete〕

広lfARapuotChheekrwer町wkaaren 

FGaerwbdezzzee ug Mat~rialh~ndler t =Droguisten 

斗1LGAMpothrezleterwa日ren }Ma匝 rialisten = Spezerey handl巴I

狭 Gewurze(特定の地域において〉 Materia1isten=GewUrzh;Jnul己I

q E 広 SpecereyenZ11r〈mHIlSRAprhez1ticns1e e1白yI1 !島…hGdeaowtgeuUrr11zaSkt1e1hrSnaateznzn 1derle l (〈小蹴売).

狭 Specereyenzur Speise 

t両i幹
広イrMalermaterialien 

Farb巴rmaterialien Droguisten 
狭 FarbermateriaIien

広，中，狭はそれぞれ広義，中義z 狭義の略 『辞典』で採用する定議はゴジック表示
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materialienは本来 MaterialistenとDroguistenが取り扱う。かれらはその最

も多くをアムユテノレダムから，さらに相当量をハ γ フツレクからも，緑青等のい

くつかのものはベネツィアからも，茜 (F品rberrothe)はブレ月ラウとリーグニ

ツから，大青とサフラン (wildeSafran) はランゲγザノレツェとエアフノレトか

ら，その他の我我自身の周辺で入手できる Farbezeugeは，それが生育し，採

取されうる場所で仕入れるのを常とする。J

}'w.は必ずしも非ヨーロッパ物産ではないが，最重要の住入地はアムステノレ

ダムという認識が示されていることは，看過できないところである。

以上6の用語について， w辞典』 ω記述を検討し亡みたが，いずれも多義的

亡あれそのため相互に外廷が大幅に重なり合っている。これを整理して 覧

すると第6表むようになるであろう。また諸範瞬の包合関係を『辞典』の定義

にしたがって図示してみると，左下図のようになるであろう。

『辞典』の点検を終えるにあたり s ここで次の点を確認Lておとう。

(1) 非ヨーロッパ物産ないし海外物産についての関心の生起。レパ γ トとい

Mw う渦度的地域範曙をなお残しながら，通商

Gw. : Gewurze 
Aw.: Apothekerwaaren 
Fw. : FarbeWDD.ren 
Rw. : Raucher、守"k
Sw， : Specereywllaren 
Dr. : Droguistereyen 
Mw.: Materilllwaaren 

:)"，す象としてのアジア，アフリカ，アメリカ

という基本的区分の確定。とりわけアジア

(Morgenlander)への指向性の強さ。

(2) 海外物産に関る類概念としての Kw

はまだ欠けてはいるものの， Aw.， Dw.. 

Mw.， Sw.， Fw.， Gw等の中分類ないし小分

類次元での分類範障害の成立。しかしいずれ

も多義的であり，部分的に重なり合い，類

と種とり関係が錯綜し℃いる。

(3) とはいえ左図から，諸範腐心共通因

子として1¥.wが核心的位置を占めることは，

今中明瞭である。 Awこそ商品範鴎連鎖の
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端初をなしたものではないのか。近代商品体系形成の腔芽としての Aw.の意義。

また，近代商人類型の一つの原型としての Apothekerの意義。

(4) 商品概念と商人概念とが相互規定的か，場合によれば後者が上位に立

つo たとえば Fwを取り扱うから Droguistと呼ばれるのではなく，むしろ，

後者が前者をも取り扱うから前者は Droguistereyenに含まれることになる。

Apothekerwaaren，すなわち菜種商が取り扱う商品という呼称は， この典型的

な例であろう。

(日) 商品概念の規定要素には，用途，原産地，取扱商人等がありうるが，原

産地規定はまだ表面化していない。しかしとりわけ薬種。場合は，効力の減退

を最小限にくいとめるためにどのように Lて保存したらよいのか，ということ

が菜種商の最大関心事となめ，この関心そのものが概念規定に影響を及ぼす。

そして乾燥が一般にも『色も現実的かっ効果的な保存方法となるという経験的

認識はー品傷みの早いものの長距離輸送に際しての処理に応用される。すなわ

ち， Aw.概念から Dr 概念の生成は，生産と消費の時間的ずれに対する伝統

的技法，つまり乾燥と包装が空間的ずれにも転用しえたことを示す4h当然の

ことながら乾燥による軽量化は，輸送貨物の運賃負担力の増大という効果をも

発揮する。長距離， したがって長時間輸送によって刻印される大陸間貿易がー

商品範曙の規定にもすでに事実上影響力を持ち始めていたのであり~ Kw.範障害

の生誕は間近に迫っていたとみることができょう。

48) 保存主主荷の物流技術への転用例としては，わが国における「乾物」範噂も挙げることができ土
う。


